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オプトイン時における関連性訴求と返報性訴求が 

パーソナライズ広告忌避行動に及ぼす影響 
 

蓮岡 聡美 

 

インターネット広告に関する先行研究は、パーソナライズ広告のオプトインを促進するには、

「関連性」より「返報性」を訴求した方が効果的であると主張しているものの、表示された広告に

注意を向けさせたり、オプトアウトを抑制したりする上でより有効なのは、「関連性」と「返報性」

のいずれであるかという課題については捨象している。そこで、本論は、オプトイン後の広告忌

避行動に対する「関連性」訴求と「返報性」訴求の効果の差異を探究する。 

 

 

第 1章 はじめに 

 

今日、Web サイト上には多種多様な広告が溢れており、インターネットユーザーは、日々、数多くの広

告に露出している。それゆえ、インターネットユーザーは、以前に比して 1 つ 1 つの広告に対して注意を

向けなくなってきている。実際、インターネット広告は、クリック率およびコンバージョン率の著しい低

下を露呈するに至って、その効果を広告主から疑問視されるようになってきた（Cho and Cheon, 2004）。そ

れゆえ、Web サイト運営者は、今後、広告主に自社サイトの広告スペースを売ることができなければ、広

告収入の減少に苛まれることになる。 

このような事態を背景として、従来のインターネット広告に代わって、インターネットユーザーに対し

て効率的かつ効果的にリーチできる新しい種類の広告が流行している。それは、「パーソナライズ広告」で

ある。パーソナライズ広告とは、近年飛躍の目覚ましい情報解析技術を活用して、インターネットユーザ

ーの個人情報、すなわち、検索履歴、閲覧履歴、購買履歴、あるいはデモグラフィック情報に基づいて、

個々のインターネットユーザーの情報ニーズを満たす製品情報を配信している広告である。インターネッ

トユーザーの情報ニーズを満たすパーソナライズ広告は、効率よく自社製品をプロモーションできるとい

う点において、広告主に注目されており、ひいては、自身の広告収入を高めることができるという点にお

いて、Web サイト運営者にも注目されている（Iyer, Soberman, and Villas-Boas, 2005）。 

しかしながら、パーソナライズ広告に対するインターネットユーザーの反応は、望ましい反応であると

は言い難い。例えば、アメリカのインターネットユーザーの半数以上は、オンライン追跡は違法であると

考えており、また、その 3 分の 2 は、過去の検索履歴および閲覧履歴に基づいたパーソナライズ広告の配

信を拒んでいる（Alreck and Settle, 2007）。 

学術研究において、このような否定的反応は、「広告忌避」と呼ばれている。広告忌避とは、「メディア

利用者が、広告に露出する機会を減らすためにとる行動」と定義されており（Speck and Elliot, 1997, p. 61）、
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具体的には、表示された広告に注意を向けないという行動、すなわち「認知的広告忌避」や、広告そのも

のを取り除いたり受け取りを拒否したりする行動、すなわち「行動的広告忌避」のことを指す（Speck and 

Elliot, 1997; Li, Edward, and Lee, 2002; Cho and Cheon, 2004）。 

Web サイト上のパーソナライズ広告がインターネットユーザーによって忌避されているという事実を受

けて、現在、各国政府や国際組織は、インターネットユーザーが事前にパーソナライズ広告の受け取りを

許可する「オプトイン」の機能と、パーソナライズ広告の受け取りを拒否する「オプトアウト」の機能を

設置することを義務付ける、厳しい法規制を敷いている。例えば、2002 年、EU は、企業がインターネッ

トユーザーの Web サイト上の行動履歴を利用するに際して、「オプトイン」の機能を設置することを義務

化した。さらに、2000 年代後半から、アメリカも、企業に対して、インターネットユーザーに自らを“Do 

not track（追跡禁止）”とすることのできる「オプトアウト」の機能を設置する自主規制を推進している。 

このようにインターネットユーザーがオプトインやオプトアウトを自由に選択できるようになりつつあ

る現状に鑑みれば、Web サイト運営者、ひいては広告主は、パーソナライズ広告を配信する際、オプトイ

ンを促進し、かつ、オプトアウトを抑制しなければならない。そして、そのためには、オプトインやオプ

トアウトに関連した、パーソナライズ広告に対するインターネットユーザーの心理的反応を理解しなくて

はならない。このことは、Web サイト運営者および広告主にとって急務であると言いうるであろう。 

ひるがえって、パーソナライズ広告に関する最近の研究は、オプトインの促進要因に関する研究と見な

すことができる。その代表的な研究である Schumann, Wangeheim, and Groene（2014）は、Web サイト

運営者とインターネットユーザーの 2 者間の関係を、社会的交換理論を援用して捉えた上で、パーソナラ

イズ広告のオプトインの促進にとって、「関連性訴求」と「返報性訴求」のどちらが有効かという課題に取

り組んだ。 

一方において、関連性訴求とは、Web サイト運営者がインターネットユーザーの情報ニーズをよりよく

満たすであろうパーソナライズ広告を配信することを、インターネットユーザーにとってのベネフィット

として主張し、そのためにこそ、個人情報を提供するように、すなわちオプトインを行うように、と訴求

することを意味する。この場合においては、インターネットユーザーが Web サイト運営者に個人情報を提

供する一方、Web サイト運営者がインターネットユーザーにパーソナライズ広告を提供することによって、

両者が共に利得を得るという交換関係が存在することになる。 

他方において、返報性訴求とは、Web サイト運営者がインターネットユーザーに自社サイトのコンテン

ツを提供することを、インターネットユーザーにとってのベネフィットとして主張し、その見返りとして、

個人情報を提供するように、すなわちオプトインを行うように、と訴求することを意味する。この場合に

おいては、Web サイト運営者がインターネットユーザーに自社サイトのコンテンツを提供する一方、イン

ターネットユーザーが Web サイト運営者に個人情報を提供することによって、両者が共に利得を得るとい

う、上記とは異なる交換関係が存在することになる。 

Schumann, et al.は、分析の結果、前者の関連性訴求に比して、後者の返報性訴求の方が、パーソナラ

イズ広告のオプトインをよりよく促進するということを見出した。この知見は、訴求方法を変えるだけで

パーソナライズ広告のオプトインを改善することができるということを示唆している点において、いかに

多くのインターネットユーザーのパーソナライズ広告のオプトインを促進するかという問題に関心を寄せ
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る Web サイト運営者および広告主にとって、注目に値するであろう。 

しかしながら、その他の研究者と同じく、Schumann, et al.は、オプトインにしか注目しておらず、オ

プトイン後に、インターネットユーザーの目の前に表示されたパーソナライズ広告が、結局のところ、彼

らに注意を向けられなかったり（＝「認知的広告忌避」）、オプトアウトされたり（＝「行動的広告忌避」）する可

能性については捨象している。そこで、本論は、ここに浮上する、「関連性訴求」と「返報性訴求」のいず

れが「認知的広告忌避」および「行動的広告忌避」の各々を抑制する上でより有効であろうかという新た

な課題に取り組む試論を展開したい。 

 

 

第 2章 先行研究レビュー 

 

2－1 パーソナライズ広告に関する先行研究 

 

前章で述べたとおり、パーソナライズ広告は、検索履歴、閲覧履歴、購買履歴、あるいはデモグラフィ

ック情報といったインターネットユーザーの個人情報に基づいて、個々のインターネットユーザーの情報

ニーズを満たす製品情報を配信しているため、プライバシーを侵害してしまうという問題を生来的に孕ん

でいる。そのため、パーソナライズ広告に関する先行研究は、インターネットユーザーが知覚する「プラ

イバシー侵害の懸念」に焦点を合わせてきた（e.g., Chellappa and Sin, 2005; Alreck and Settle, 2007; White, 

Zahay, Thorbbjorsen, and Shavitt, 2008; Van Doorn and Hoekstra, 2013; Tucker, 2014）。例えば、White, et al.

（2008）は、パーソナライズされたメール広告のオプトインを行った消費者は、企業から過剰に干渉されて

いると知覚することによって、パーソナライズされたメール広告がプライバシーを侵害しているのではな

いかという懸念を抱くものの、そうしたパーソナライズされたメール広告が有用であると知覚した場合に

は、その懸念を抱きづらくなる可能性があるということを見出した。また、Van Doorn and Hoekatra（2013）

は、広告のパーソナライゼーションは、広告情報の有用性を高め、直接的にパーソナライズ広告の対象製

品に対する購買意図を高めるものの、プライバシー侵害に起因する侵害性をも高めてしまうため、侵害性

を介して間接的にパーソナライズ広告の対象製品に対する購買意図を低めるということを見出した。 

一方、インターネットユーザーが事前にパーソナライズ広告の受け取りを許可する「オプトイン」の機

能を設置することが、Web サイト運営者に対して義務化されたことに伴って、パーソナライズ広告に関す

る研究者たちも、インターネットユーザーのオプトインを促進する要因に焦点を合わせるようになってき

た。彼らがとりわけ注目したのは、インターネットユーザーのオプトインを促進するために、いかに「プ

ライバシー侵害の懸念」を低めるかということであった（e.g., Milne and Boza, 1999; Writz and Lwin, 2009; 

Mothersbaugh, Foxx, Beatty, and Wang, 2012）。例えば、Writz and Lwin（2009）は、インターネットユーザ

ーが Web サイト運営者に個人情報を提供する一方、Web サイト運営者がインターネットユーザーにパーソ

ナライズされた Web ページを提供するという関係を、「情報の交換」と表現した。そして、彼らは、社会

的公平理論を援用して、インターネットユーザーが「情報の交換」に応じるか否かは、情報の交換が公平

か否かによって規定されるのではないかと考えた。このような考えに基づいて、彼らは、制御焦点理論を
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援用して、パーソナライズ広告のオプトインを直接的に阻害する要因として、インターネットユーザーが

Web サイト運営者にプライバシーを侵害されていると知覚する水準である「プライバシー侵害の懸念」、お

よび、パーソナライズ広告のオプトインを直接的に促進する要因として、インターネットユーザーが Web

サイト運営者を信頼できると知覚する水準である「信頼性」という 2 つの要因を導出した。さらに、これ

らの要因を介して、パーソナライズ広告のオプトインに間接的に影響を及ぼす要因として、インターネッ

トユーザーが情報の交換に際して Web サイト運営者と対等であると知覚する水準である「公平の知覚」に

も着目した。分析の結果、「公平の知覚」の不在が「信頼性」を低めたり「プライバシー侵害の懸念」を高

めたりすることを見出し、さらに、「信頼性」は、オプトインを促進する一方、「プライバシー侵害の懸念」

は、オプトインを阻害するということが見出された。 

本論冒頭において触れたとおり、Schumann, et al.（2014）は、上記の Writz and Lwin 等がオプトイン

の阻害要因として「プライバシー侵害の懸念」に着目したのとは異なり、オプトインの促進要因として「訴

求方法」が「関連性訴求」か「返報性訴求」かということに着目した。彼らは、Web サイト運営者とイン

ターネットユーザーの 2 者間の関係を交換関係として捉えた点においては、Writz and Lwin と同じであっ

た。しかし、彼らとは異なり、Schumann, et al.は、社会的交換理論（Thibaut and Kelley, 1959; Bagozzi, 1975）

を援用しつつ、関連性訴求と返報性訴求のどちらがオプトインを促進するかということを探究したのであ

る。彼らは、前者の関連性訴求に露出したインターネットユーザーがオプトインを意思決定するのは、自

身の情報ニーズを満たすであろうパーソナライズ広告から得られる高いベネフィットを期待するがゆえで

ある一方、後者の返報性訴求に露出したインターネットユーザーがオプトインを意思決定するのは、Web

サイト上の広告以外のコンテンツから得られる高いベネフィットに対して返報しなければならないという

義務感を抱くがゆえであろうという論理を展開した。 

このとき、Schumann, et al.は、関連性訴求および返報性訴求のいずれもが、パーソナライズ広告のオ

プトインを促進する可能性があるものの、関連性訴求に比して、返報性訴求の方が、オプトインをよりよ

く促進するであろうと仮説化した。なぜなら、彼らによると、第 1 に、オプトイン前に Web サイトのコン

テンツから既に得ることのできている現在のベネフィットの方が、オプトイン後に Web サイト上の広告が

パーソナライズされて初めて得ることのできる将来のベネフィットに比して、インターネットユーザーは

高く価値づけようとするであろうからであり、第 2 に、インターネットユーザーにとって、交換相手であ

る Web サイト運営者が、自身にベネフィットを提供するために、Web サイト上の広告をパーソナライズし

ようとして費やしてくれるコストに比して、同じ目的で Web サイト上の広告以外のコンテンツを充実させ

ようとして費やしてくれるコストの方が大きいと知覚するであろうからである。実際、分析の結果、関連

性訴求に比して、返報性訴求の方が、パーソナライズ広告のオプトインをよりよく促進するということが

見出された。 

 

2－2 満足に関する先行研究 

 

上述のとおり、Schumann, et al.（2014）は、関連性訴求と返報性訴求の帰結を探究するに際して、オプ

トインにしか注目しておらず、オプトアウトについては、捨象している。第 1 章において触れたとおり、
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ここに、「関連性訴求と返報性訴求のいずれの方が、オプトインを促進するか」という彼らが取り扱った課

題と対を成す、「関連性訴求と返報性訴求のいずれの方が、オプトアウトを含む広告忌避を抑制しうるか」

という新しい課題が浮上する。 

ここで、パーソナライズ広告のオプトインを、製品購買に例えるならば、広告忌避は、不満足の形成や、

それに続いて生起するブランドスイッチングに例えられるかもしれない。消費者は、製品代価の支払いの

見返りとして、製品を受け取るものの、代価の支払いに値する品質を、手に入れた製品のうちに見出すこ

とができなければ、その製品に対して不満足を抱き、ひいては、その製品を廃棄ないし消費しつくした後

に、満足しうる別の製品を求めようとする。これと同じように、インターネットユーザーは、Web サイト

運営者による訴求に説得される形で、パーソナライズ広告のオプトインを行うものの、パーソナライズ広

告が配信する情報に有用性を見出すことができなければ、デバイス上に表示されるパーソナライズ広告に

対して注意を向けたくないという気持ちを抱き、ひいては、デバイス上に表示されるパーソナライズ広告

の受け取りを拒否することを意味するオプトアウトを行おうとするかもしれない。 

このような論理は、パーソナライズ広告に関する先行研究には著者が知りうるかぎり見られないが、交

換研究や満足研究には古くから見られる。例えば、Bagozzi（1975）は、交換は、マーケティング機能の最

も基本的な要素であると主張し、買い手と売り手の交換関係、すなわち買い手が財やサービスを提供する

一方、売り手がその代価を支払うという関係を継続するためには、交換によって得られる「満足」が必要

不可欠であるということを示唆した。実際に、高い満足が再購買行動に帰着するということは、多くの先

行研究によっても示されている（e.g., Oliver, 1980; Oliver and DeSarbo,1988; Bolton, Lemon, and Baramelett, 

2006）。 

さらに、満足研究において最も著名な「期待不一致モデル」（cf. Oliver, 1997）によると、消費者がある財

やサービスに対して満足を抱くか不満足を抱くかは、その財やサービスを得る前の期待とそれらを得た後

の成果との差、すなわち「不一致」によって規定されるという。彼は、マーケティング研究において初め

て「不一致」を概念化し、不一致と満足との関係を吟味した。彼は、期待が低く成果が高い場合には、正

の不一致が生起し、それが満足に帰着する一方、期待が高く成果が低い場合には、負の不一致が生起し、

それが不満足に帰着する、と主張した。 

 

2－3 広告忌避に関する先行研究 

 

広告研究ならびに広告実務において、「広告注意」という概念は、古くから、極めて重要な概念として取

り扱われてきた。例えば、AIDA モデルによると、広告に露出した消費者は、購買に至るまでに、「注意

（attention）」を喚起し、「関心（interest）」を獲得し、「欲望（desire）」を想像し、「行為（action）」という段

階を経験するという。この AIDA モデルは、様々な発展型が存在し、AIDA モデルに満足を加えた AIDAS

モデル、「確信（conviction）」を加えた AIDAC モデル、「記憶（memory）」を加えた AIDMA モデルが挙げ

られる（cf. 西原，1994）。すなわち、消費者による製品の購買を促進するためには、まず広告に露出した消

費者の注意を惹かなければならないということである。 

これに関連して、最近においては、多くの研究者が、視覚的デザインが広告注意に及ぼす効果について
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議論してきた（cf. Hsieh, Yuen, and Min, 2012）。しかし、消費者の情報処理能力は限られているため、たと

え広告に露出した消費者であっても、広告そのものに注意を向けづらいということが、多くの研究者によ

って指摘されており（e.g., Cialdini, Petty, and Cacioppo, 1981; Petty and Cacioppo, 1986; Smith and Buchholz, 

1991）、その中でも、Smith and Buchholz（1991）は、インターネットユーザーは、Web サイト上の広告

以外のコンテンツに関して積極的に情報処理を行うため、広告に関しては、十分な情報処理が行われない

のではないかと主張した。実際、Benway（1998）は、Web サイト上のバナー広告の多様なデザインやレイ

アウトを用いて実験を行ったところ、実験参加者の約 80％がバナー広告に気付いていなかったと報告し、

このようにインターネットユーザーの広告に対する注意が欠如している状態を、「バナーブラインドネス」

と命名した。 

このような広告注意の欠如に関連して、広告に露出した消費者が広告に対して意図的に注意を払わなか

ったり、広告そのものを忌避したりするようになったということが、より最近の研究によって指摘される

ようになった（Rotfeld, 2006）。それは、バナーブラインドネスのように無意識的に広告に注意を向けない

という消費者行動ではなく、意図的に広告を避けようとする消費者行動、すなわち、「広告忌避」である。 

広告忌避は、本論冒頭において触れたとおり、「メディア利用者が、広告に露出する機会を減らすために

とる行動」と定義される概念であり（Speck and Elliot, 1997, p. 61）、近年、広告研究者の注目を次第に集め

るようになっている概念である（e.g., Speck and Elliot, 1997; Li, Edward, and Lee 2002; Cho and Cheon 2004; 

Duff and Faber, 2011）。 

本論の文脈において注目すべきことには、広告忌避に関する研究において、広告忌避概念を幾つかの下

位概念に細分化しようとする動きがある。具体的には、Li, Edward, and Lee（2002）は、広告忌避を、広

告に注意を向けない「認知的広告忌避」と、広告そのものを取り除く「行動的広告忌避」に分類している。

その上で、Web サイト上のポップアップ広告による「知覚侵害性」が、「苛立ち」を介して、「広告忌避」

を助長すると主張した。また、Cho and Cheon（2004）は、広告忌避を、「認知的広告忌避」および「行動

的広告忌避」に加えて、インターネットユーザーがその広告を嫌っている水準である「感情的広告忌避」

を加えた 3 つに分類している。その上で、「知覚目的侵害」、「広告混乱性」、および「過去の否定的経験」

が、「広告忌避」を助長すると主張した。しかしながら、これら 2 つの研究は、このような細分化を概念レ

ベルで行ったにもかかわらず、測定を行う段階に至ると、それまで折角 2 つないしは 3 つに分類して論じ

ていた広告忌避概念を、1 つの概念にまとめた上で、実証分析を行ってしまっている。 

しかし、広告忌避は、多次元的な概念として捉えられるべきである。なぜなら、Duff and Faber（2011）

が指摘するとおり、行動的広告忌避が、インターネットユーザーが自身のデバイス上に表示されるパーソ

ナライズ広告の受け取りを拒否するオプトアウトを意味するため、インターネットユーザーにその広告が

与える効果を皆無にする一方、認知的広告忌避は、インターネットユーザーが自身のデバイス上に表示さ

れるパーソナライズ広告に対して注意を向けたくないという気持ちを意味するに留まるため、インターネ

ットユーザーにその広告が与える効果を皆無にはしない。そのような特徴の相違ゆえに、これら「行動的

広告忌避」と「認知的広告忌避」は、別個の概念として取り扱う必要があると主張することができるであ

ろう。 

 



 蓮岡聡美「オプトイン時における関連性訴求と返報性訴求がパーソナライズ広告忌避行動に及ぼす影響」 7 

 

蓮
岡
聡
美
「
オ
プ
ト
イ
ン
時
に
お
け
る
関
連
性
訴
求
と
返
報
性
訴
求
が
パ
ー
ソ
ナ
ラ
イ
ズ
広
告
忌
避
行
動
に
及
ぼ
す
影
響
」
 

第 3章 仮説の提唱 

 

3－1 行動的広告忌避に関する仮説 

 

本論の趣旨は、Web サイト運営者による「関連性訴求」や「返報性訴求」の帰結としてインターネット

ユーザーによってパーソナライズ広告のオプトインが行われた後、「行動的広告忌避」や「認知的広告忌避」

が生起する危険性があるわけであるが、そのような広告忌避をよりよく抑制しうるのは、「関連性訴求」と

「返報性訴求」のいずれであるか、ということである。本節第 3－1 節において議論したいのは、そのうち

の「行動的広告忌避」である。 

関連性訴求および返報性訴求が行動的広告忌避に及ぼす影響を比較するために、期待不一致理論を援用

したい。第 2－2 節において触れたとおり、期待不一致モデルは、期待が低く成果が高い場合には、正の不

一致が生起して、それが満足に帰着する一方、期待が高く成果が低い場合には、負の不一致が生起して、

それが不満足に帰着する、という因果的関係を描写したモデルである。 

ここで、一方の関連性訴求によってオプトインが実現した場合、オプトインを動機付けたのは、将来期

待される有用性の高いパーソナライズ広告の配信である。すなわち、インターネットユーザーは、自身の

情報ニーズをよりよく満たすであろう広告の配信を期待して、オプトインを行うのである。オプトインを

行ったインターネットユーザーは、高い期待を抱いた状態にある。このような心的状態にある彼らに対し

て、Web サイト運営者が情報ニーズを極めて高い水準で満たしたパーソナライズ広告を提供することがで

きなければ、負の不一致、ひいては不満足が生起してしまう。そうなれば、インターネットユーザーから

Web サイト運営者への個人情報の提供と、Web サイト運営者情報からインターネットユーザーへのパーソ

ナライズ広告の配信の間の交換関係は、不均衡に陥って持続できない。それゆえ、インターネットユーザ

ーは、そのパーソナライズ広告を行動的に忌避してしまう傾向が高いであろう。 

しかし、他方の返報性訴求によってオプトインが実現した場合、オプトインを動機付けたのは、将来期

待される有用性の高いパーソナライズ広告の配信ではなく、過去に提供された広告以外の魅力的な Web サ

イト上のコンテンツの配信である。すなわち、インターネットユーザーは、Web サイト上の広告以外のコ

ンテンツを得た見返りとして、オプトインを行うのである。それゆえ、上記の関連性訴求の場合とは異な

り、オプトインを行ったインターネットユーザーが、パーソナライズ広告の配信に対して高い期待を抱い

ているとは限らない。このように相対的に低い期待しか抱いていないインターネットユーザーに対しては、

Web サイト運営者が情報ニーズを満たしたパーソナライズ広告をたとえ提供することができなくても、負

の不一致、ひいては不満足が生起するとは限らない。なぜなら、Web サイト運営者からインターネットユ

ーザーへの Web サイト上のコンテンツの提供と、インターネットユーザーから Web サイト運営者への個

人情報の提供の間の交換関係は、均衡を保つことができるからである。それゆえ、インターネットユーザ

ーは、そのパーソナライズ広告を行動的に忌避してしまう傾向が低いであろう。 

以上の議論により、次の仮説を提唱する。 
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仮説 1  関連性訴求によってパーソナライズ広告のオプトインを行ったインターネットユーザーの方が、

返報性訴求によってパーソナライズ広告のオプトインを行ったインターネットユーザーに比

して、配信されたパーソナライズ広告を行動的に忌避する傾向が高い。 

 

以上の仮説 1 は、図表 1 のように図示することができるであろう。 

 

図表 1 仮説 1 

 

 

3－2 認知的広告忌避に関する仮説 

 

前節第 3－1 節においては、広告忌避のなかでも、「行動的広告忌避」に限定した議論であったが、「認知

的広告忌避」の場合はどうであろうか。すなわち、本節第 3－2 節において議論したいのは、「認知的広告

忌避」をよりよく抑制しうるのは、「関連性訴求」と「返報性訴求」のいずれであるか、ということである。 

一方の関連性訴求によってオプトインが実現した場合、前節においては、パーソナライズ広告が情報ニ

ーズを期待以上の極めて高い水準で満たさない限り、インターネットユーザーは個人情報を提供し続けな

いであろうと論じたが、その段階に至らない、すなわちオプトアウトに至らない場合、個人情報の見返り

である情報ニーズを満たした広告を得るために、パーソナライズ広告に注意を向けようとするであろう。 

それに対して、他方の返報性訴求によってオプトインが実現した場合、前節においては、Web サイト上

の広告以外のコンテンツが魅力的ならば、たとえパーソナライズ広告が情報ニーズを満たしていなくても、

インターネットユーザーは個人情報を提供し続けるであろうと論じたが、その結果として配信されるパー

ソナライズ広告は、インターネットユーザーにとって交換価値物と見なされないため、Web サイト運営者

が情報ニーズを極めて高い水準で満たしていない限り、注意が向けられないであろう。 

以上の議論により、次の仮説を提唱する。 

 

仮説 2  返報性訴求によってパーソナライズ広告のオプトインを行ったインターネットユーザーの方が、

関連性訴求によってパーソナライズ広告のオプトインを行ったンターネットユーザーに比し

て、配信されたパーソナライズ広告に注意を向けることを忌避する傾向が高い。 

関連性訴求 返報性訴求

行
動
的
広
告
忌
避 
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以上の仮説 2 は、図表 2 のように図示することができるであろう。 

 

図表 2 仮説 2 

 

 

 

 

 

 

 

第 4章 実験計画  

 

 

第 4章 実験方法 

 

4－1 実験参加者 

 

前章において提唱した仮説の経験的妥当性を吟味するために、実験室実験を行って収集したデータを用

いて実証分析を行った。実験参加者は、慶應義塾大学の学生 40 名であり、そのうち男性 26 名（65.00％）、

女性 14 名（35.00％）であった。今回の実験対象は、大学生に限定されているため、本論における分析の結

果は、外部妥当性を欠くのではないかという批判を受ける可能性があるであろう。しかしながら、大学生

は、インターネットユーザーとして頻繁に Web サイトを閲覧するグループである。また、デモグラフィッ

ク情報にばらつきの少ない大学生を実験対象とすることによって、年齢や職業が持つ影響をコントロール

することができるため、誤差分散を低めることができる（Malhotra and King, 2003）ことから、幾分かの妥

当性を有していると言いうるであろう。 

実験に際しては、実験参加者を、無作為に 4 つのグループに振り分けた。具体的には、まず、関連性訴

求によってパーソナライズ広告のオプトインを行うグループと、返報性訴求によってパーソナライズ広告

のオプトインを行うグループに分類した。さらに、これら 2 つのグループを、露出したパーソナライズ広

告の「有用性」の高低によって、それぞれ 2 つのグループに分類した。かくして、実験参加者は、「関連性

訴求×有用性高」グループ（N ＝10）、「関連性訴求×有用性低」グループ（N ＝10）、「返報性訴求×有用性

高」グループ（N ＝10）、および「返報性訴求×有用性低」グループ（N ＝10）に分類された。 

 

4－2 架空 Webサイトおよび広告の制作 

 

実験参加者にパーソナライズ広告を受容する場面を仮想体験させるために、架空の映画動画サイト

「Electronic Films」の架空 Web サイトを制作した。映画動画サイトを採用した理由は、動画サイトは、本

関連性訴求 返報性訴求

認
知
的
広
告
忌
避 
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実験の実験対象者である大学生にとって、身近なサイトであり、かつ、それゆえに動画サイトを通じてイ

ンターネット広告、とりわけにパーソナライズ広告を露出する機会も多く、オプトイン画面に露出する場

面を想定しやすいであろうと考えられるからである。2014 年にビデオリサーチ社が行った調査によると、

大学生のサイトアクセスランキングにおいて、youtube が 5 位に、FC2 が 7 位に、そしてニコニコ動画が

15 位にランクインしている。この調査結果から、動画サイトは、実験参加者である大学生が頻繁にアクセ

スするサイトであると考えられる。したがって、動画映画サイトを実験に用いることは、妥当性を有して

いると言いうるであろう。 

この架空の映画動画サイト「Electronic Films」の架空の Web サイトは、実在する動画サイト youtube

および Gyao! の公式 Web サイトを参考に制作し、実在する映画の情報および映像を掲載した。なお、

「Electronic Films」の Web サイト内の広告の配置は、大学生のアクセス数が多かった実在する動画サイト

youtube、FC2、およびニコニコ動画に倣って、動画の右横および下部とした。 

以上の設定については共通しているものの、若干の点について互いに異なる、3 つのバージョンの

「Electronic Films」の Web サイトを制作した。すなわち、（a）オプトイン前を想定しており、非パーソ

ナライズ広告が掲載されている Web サイト A、（b）オプトイン後を想定しており、パーソナライズされ

ており、なおかつ、インターネットユーザーにとって有用性の高い広告が掲載されている Web サイト B、

および、（c）同じくオプトイン後を想定しているが、インターネットユーザーにとって有用性の低いパー

ソナライズ広告が掲載されている Web サイト C である。 

オプトイン前を想定している Web サイト A には、実際に youtube および無料動画 Gyao! に掲載されて

いた任意の広告をランダムに掲載した。他方、オプトイン後を想定し、かつ有用性の高い広告が掲載され

ている Web サイト B には、架空のモバイル通信会社「TeleNow」のスマートフォンの広告を、オプトイ

ン後を想定し、かつ有用性の低い広告が掲載されている Web サイト C には、同社の架空のモバイル通信

会社「TeleNow」のインターネット加入申込みに関する広告を、それぞれ掲載した。 

オプトイン後に実験参加者である大学生のためにパーソナライズされた広告として、モバイル通信会社

の広告を採用した理由は、スマートフォンが、本実験の実験対象者である大学生にとって、高い関与を伴

って新製品情報を探索する製品であろうと考えられるからである。2014 年にクロスマーケティング社が行

った調査によると、大学生の 95％が携帯電話およびスマートフォンを所有している。したがって、次節第

4－3節において詳述されるシナリオを伴って、モバイル通信会社のスマートフォンに関する広告、および、

彼らにとって相対的に関与の低い同社のインターネット加入申込みに関する広告を、それぞれ、オプトイ

ン後の有用性の高い広告および有用性の低い広告として本実験に用いることは、妥当性を有していると言

いうるであろう。 

この架空のモバイル通信会社「TeleNow」については、スマートフォンとインターネット加入に関する

2 種類の架空の広告を制作するだけでなく、スマートフォンに関する架空 Web サイトも制作した。この

Web サイトは、実在するモバイル通信会社である au、docomo、および softbank の公式 Web サイトを参

考にして制作された。そして、この Web サイトには、実在する携帯電話とスマートフォンの写真および製

品情報を加工して掲載した。以上に概説した架空 Web サイトおよび広告は、補録 1～補録 6 に記載される

とおりであった。 
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4－3 実験手続き 

 

実験手続きは、以下のとおりである。第 1 に、実験参加者は、PC のスクリーン上に表示されたシナリオ

を読んだ上で、シナリオどおりの状況を思い浮かべるように、依頼された。そのシナリオは、実験参加者

が、現在、架空のモバイル通信会社「TeleNow」で携帯電話を契約しているものの、契約している携帯電

話の契約期間が 1 ヶ月後に満了してしまうため、この機会に新しい携帯電話を購入するために、新機種に

関する情報を探索しなければならないという状況に置かれているという内容であった。そして、上記のシ

ナリオの下で、架空のモバイル通信会社「TeleNow」の Web サイトにアクセスし、いくつかのスマートフ

ォンの新機種に関する情報を暫時探索するように、実験参加者は依頼された。 

第 2 に、実験参加者は、再度、PC のスクリーン上に表示されたシナリオを読んだ上で、シナリオどおり

の状況を思い浮かべるように、依頼された。そのシナリオは、実験参加者が、これから気分転換のために、

普段から利用している架空の動画サイト「Electronic Films」にアクセスしようとしているという内容であ

った。そして、実験参加者は、実際に、「Electronic Films」にアクセスするように、依頼され、映画動画

サイトを自由に閲覧している途中で、そのサイトの設定ページにアクセスするように指示された。その設

定ページ上には、返報性訴求または関連性訴求の場合のオプトイン画面が表示されており、実験参加者に

は、オプトイン画面の文章の内容を吟味・納得したならば、実際に自分の個人情報を入力して、オプトイ

ンを行うように依頼した。 

なお、オプトイン画面の文章は、Schumann, et al.（2014）が実験で用いたオプトイン画面の文章を参考

にして、本論に合わせて設定したものを用いた。具体的には、関連性訴求の場合のオプトイン画面の文書

は、「この動画サイトは、利用者皆様が関心を寄せている広告を表示したいと考えています。たとえば、

もしモバイル通信会社の広告をより多くご覧になりたいならば、そのことをお知らせいただければ、本サ

イトは皆様に、モバイル通信会社に関する広告を掲載し、他のトピックに関する無駄な広告を削減いたし

ます。あなたの年齢・性別・居住地・お好みのジャンルをお知らせください。」であった一方、返報性訴

求の場合のオプトン画面の文章は、「この動画サイトは、利用者の皆様に無料でコンテンツを提供するた

めに、より多くの広告収入を必要としています。広告収入を増やしサイトを継続するために、利用者の皆

様が関心を寄せている広告を表示させていただきたいと考えています。あなたの年齢・性別・居住地・お

好みのジャンルをお知らせください。」であった。オプトインを行った実験参加者には、これから配信さ

れるパーソナライズ広告に対する「期待」を測定した。 

第 3 に、実験参加者は、引き続き、「Electronic Films」の Web サイトを自由に閲覧して、動画を楽し

むように、依頼された。このときに動画の右横および下部には、常に、架空のモバイル通信会社「TeleNow」

の広告が掲載されるように設定した。ただし、オプトインを行った実験参加者のうち、「関連性×有用性

高」グループ（N ＝10）および「返報性×有用性高」グループ（N ＝10）には、シナリオ上、彼らが高い関

与を有する同社のスマートフォンに関する広告を掲載する一方、「関連性×有用性低」グループ（N ＝10）

および「返報性×有用性低」グループ（N ＝10）には、彼らが低い関与しか有さない同社のインターネット

加入プランに関する広告を掲載した。 

最後に、実験参加者は、オプトイン後に掲載されたパーソナライズ広告に関して評価するように、依頼
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された。 

 

4－4 有用性のマニピュレーション・チェック 

 

実験に際して、実験参加者を有用性の高いパーソナライズ広告に露出した実験参加者と、有用性の低い

パーソナライズ広告に露出した実験参加者に分類する必要があった。そこで、本論は、Van Doorn and 

Hoekstra（2013）に倣って、第 4－3 節において詳述されたシナリオを伴って、パーソナライズ広告の有用

性の高低を操作化した。 

実験において制作した広告の有用性が、本論の意図どおりに実験参加者に正しく認識されていることを

確認するために、マニピュレーション・チェックを行った。まず、「有用性」については、多重尺度の合計

得点を得た上で、質問項目数で割って平均値を求めた。実験参加者の有用性の高低を、本論は、上記の方

法で求めた質問項目の平均値が 4.000 以上か 4.000 以下かということによって、正しく操作化できている

かを判断した。モバイル通信会社「TeleNow」のスマートフォンに関する広告に露出した各実験参加者の

「有用性」の平均値は 4.667 から 7.000 という値を示し、4.000 以上であった。一方、同社のインターネッ

ト加入申込みに関する広告に露出した各実験参加者の「有用性」の平均値は、1.000 から 3.667 という値

を示し、4.000 以下であった。さらに、モバイル通信会社「TeleNow」のスマートフォンに関する広告に

露出した実験参加者の知覚した有用性と同社のインターネット加入申込みに関する広告に露出した実験参

加者の知覚した有用性との間に、統計的有意差があるか否かを判断するために、t 検定を行った。分析の結

果、モバイル通信会社のスマートフォンに関する広告に露出した実験参加者の知覚した有用性と同社のイ

ンターネット加入申込みに関する広告に露出した実験参加者の知覚した有用性の間には、統計的有意差が

認められた（t＝18.710, p＝0.001）。したがって、パーソナライズ広告の有用性の操作化は、妥当に行われて

いると判断しうると考えられるであろう。 

 

4－5 測定尺度の吟味 

 

「期待」の測定尺度に関しては Schumann, et al.（2014）が用いた尺度を、「有用性」の測定尺度に関し

ては White, et al.（2008）が用いた尺度を、「認知的広告忌避」および「行動的広告忌避」の測定尺度に関

しては Cho and Cheon（2004）が用いた尺度をそれぞれ参考にして、本論に合わせて設定した。尺度法は

７点リカート尺度であり、実験参加者には 7 段階によって示された「1：全くそう思わない」から「7：非

常にそう思う」のうち、1 つの段階を選択するように依頼した。具体的な測定尺度については、図表 3 に

要約されるとおりであり、実験参加者に配布した質問票は、補録 7 として記載されるとおりであった。 

各構成概念のクロンバックの α 係数は 0.949 から 0.953 という値を示し、Nunnally（1978）が推奨する

基準値である 0.70以上の値を示した。各構成概念の SCRは 0.949から 0.954という値を示し、Bagozzi and 

Yi（1988）が推奨する基準値である 0.60 以上の値を示した。このことから、各構成概念は、高い信頼性を

有していると言いうるであろう。他方、各構成概念の AVE は 0.825 から 0.869 という値を示し、Bagozzi 

and Yi（1988）が推奨する基準値である 0.50 以上という値を示し、それぞれ、AVE の値に比して小さい値
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を示した。このことから、各構成概念は、高い妥当性を有していると言いうるであろう。 

 

図表 3 構成概念および測定尺度 

構成概念 測定尺度（因子負荷量） α係数 SCR AVE 

有用性 

X1 ：パーソナライズ広告は、私のニーズにあった製品を購入する助けにな

ると思う。（0.89） 

0.95 0.95 0.87 
X2 ：パーソナライズ広告は、私のニーズにあった製品を見つけるのに役立

つと思う。（0.96） 

X3 ：パーソナライズ広告は、私のニーズにあった情報を提供してくれると

思う。（0.95） 

期待 

X4 ：広告をパーソナライズした時、自分自身に関連したオンライン広告が

配信されることを期待した。（0.94） 

0.95 0.95 0.84 

X5 ：広告をパーソナライズした時、オンライン広告をとおして有用な情報

を受け取るであろうと期待した。（0.96） 

X6 ：広告をパーソナライズした時、配信されるオンライン広告は私にとっ

て興味深い情報であろうと思った。（0.92） 

X7 ：広告をパーソナライズした時、配信されるオンライン広告に注意を払

う価値があるであろうと思った。（0.84） 

認知的 

広告忌避 

X8 ：意図的に Web サイト上のパーソナライズ広告を無視した。（0.94） 

0.95 0.95 0.83 

X9 ：意図的にパーソナライズ広告に目を向けなかった。（0.90） 

X10：意図的にパーソナライズ広告に注意を向けなかった。（0.93） 

X11：たとえパーソナライズ広告が私の注意を惹きつけても、クリックしな

い。（0.85） 

行動的 

広告忌避 

X12：パーソナライズ広告を避けるために、Web ページをスクロールしよう

と思った。（0.99） 

0.95 0.95 0.84 

X13：パーソナライズ広告を避けるために、広告配信を解除したいと思った。

（0.91） 

X14：パーソナライズ広告を避けるためなら、いかなる行動も採ろうと思っ

た。（0.87） 

X15：パーソナライズ広告を避けるために、別の Web ページをクリックした

いと思った。（0.88） 

 

 

第 5章 分析結果 

 

5－1 仮説 1に関する分析結果および考察 

 

5－1－1 仮説 1の分析結果 

仮説 1 の経験的妥当性を吟味するために、関連性訴求および返報性訴求の「行動的広告忌避」の差を吟

味するために、t 検定を行った。まず、t 検定の前提である分散の正規性が確保されているか否かというこ

とを検定するために、Shapiro-Wilk 検定を行った結果、正規性が確保されていないことを疑うべき証拠は、
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得られなかった。それゆえ、t 検定を行うことは妥当性を有していると言いうるであろう。次に、t 検定を

行った。分析の結果は、図表 4 に要約されるとおりであった。全ての実験参加者からのデータを用いて分

析を行ったところ、関連性訴求の「行動的広告忌避」の平均値（標準偏差）は、5.000（1.274）という値を

示す一方、返報性訴求の「行動的広告忌避」の平均値（標準偏差）は、2.325（0.5567）という値を示し、両

者の差は、1％水準で有意であった（t＝8.600, p＝0.000）。さらに、有用性高グループの実験参加者からのデ

ータのみを用いて分析を行ったところ、関連性訴求の「行動的広告忌避」の平均値（標準偏差）は、3.925

（0.624）という値を示す一方、返報性訴求の「行動的広告忌避」の平均値（標準偏差）は、2.125（0.377）と

いう値を示し、両者の差は、1％水準で有意であった（t＝7.800, p＝0.000）。また、有用性低グループの実験

参加者からのデータのみを用いて分析を行ったところ、連性訴求の「行動的広告忌避」の平均値（標準偏差）

は、6.075（0.687）という値を示す一方、返報性訴求の「行動的広告忌避」の平均値（標準偏差）は、2.525

（0.650）という値を示し、両者の差は、1％水準で有意であった（t＝11.860, p＝0.000）。 

 

図表 4 行動的広告忌避の平均値の差の検定 

データ 関連性訴求（標準偏差） 返報性訴求（標準偏差） t 値 

全グループ 5.00（1.27） 2.33（0.56） 08.60*** 

有用性高グループ 3.93（0.62） 2.13（0.38） 07.80*** 

有用性低グループ 6.08（0.69） 2.53（0.65） 11.86*** 

ただし、***は 1％水準で有意。 

 

さらに、仮説論拠の前提である、関連性訴求および返報性訴求の「期待」の差を吟味するために、t 検定

を行った。まず、t 検定の前提である分散の正規性が確保されているか否かということを検定するために、

Shapiro-Wilk 検定を行った結果、正規性が確保されていないことを疑うべき証拠は、得られなかった。そ

れゆえ、t 検定を行うことは妥当性を有していると言いうるであろう。次に、t 検定を行った。分析の結果

は、図表 5 に要約されるとおりであった。全ての実験参加者からのデータを用いて分析を行ったところ、

関連性訴求の「期待」の平均値（標準偏差）は、6.000（0.602）という値を示す一方、返報性訴求の「期待」

の平均値（標準偏差）は、3.600（1.375）という値を示し、両者の差は、1％水準で有意であった（t＝7.150,

p＝0.000）。さらに、有用性高グループの実験参加者からのデータのみを用いて分析を行ったところ、関連

性訴求の「期待」の平均値（標準偏差）は、6.025（0.767）という値を示す一方、返報性訴求の「期待」の

平均値（標準偏差）は、4.025（1.651）という値を示し、両者の差は、1％水準で有意であった（t＝3.470, p

＝0.002）。また、有用性低グループの実験参加者からのデータのみを用いて分析を行ったところ、関連性訴

求の「期待」の平均値（標準偏差）は、5.975（0.415）という値を示す一方、返報性訴求の「期待」の平均

値（標準偏差）は、3.175（0.928）という値を示し、両者の差は、1％水準で有意であった（t＝11.860, p＝0.000）。 

 

図表 5 期待の平均値の差の検定 

データ 関連性訴求（標準偏差） 返報性訴求（標準偏差） t 値 

全グループ 6.00（0.60） 3.60（1.38） 7.15*** 

有用性高グループ 6.03（0.77） 4.03（1.65） 3.47*** 

有用性低グループ 5.98（0.42） 3.18（0.93） 7.15*** 

ただし、***は 1％水準で有意。 
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5－1－2 仮説 1の考察 

本節における分析の結果より、仮説 1 は、支持されたと結論づけられるであろう。すなわち、関連性訴

求によってオプトインを行ったインターネットユーザーの方が、返報性訴求によってオプトインを行った

インターネットユーザーに比して、オプトイン後に、パーソナライズ広告が自身にとって有用であるか否

かにかかわらず、パーソナライズ広告の表示を行動的に忌避しようとする傾向性を、より大きく有すると

言いうるであろう。その論拠として、本論は、関連性訴求によってオプトインを行ったインターネットユ

ーザーは、パーソナライズ広告が自身の情報ニーズを満たしている水準、すなわち有用性について、事前

により大きな期待を抱いてしまうからではないか、と仮説形成段階において議論したが、本節における実

験において、彼らのパーソナライズ広告に対する期待が、返報性訴求によってオプトインを行ったインタ

ーネットユーザーの期待より大きかったのは、この論拠の妥当性を示唆する証拠であると言いうるであろ

う。したがって、返報性訴求の方が、関連性訴求に比して、過大な期待をインターネットユーザーに形成

させないために、行動的広告忌避を生起させにくいのである。 

 

5－2 仮説 2の分析結果および考察 

 

5－2－1 仮説 2の分析結果 

仮説 2 の経験的妥当性を吟味するために、関連性訴求および返報性訴求の「行動的広告忌避」の差を吟

味するために、t 検定を行った。まず、t 検定の前提である分散の正規性が確保されているか否かというこ

とを検定するために、Shapiro-Wilk 検定を行った結果、正規性が確保されていないことを疑うべき証拠は、

得られなかった。それゆえ、t 検定を行うことは妥当性を有していると言いうるであろう。次に、t 検定を

行った。分析の結果は、図表 6 に要約されるとおりであった。全ての実験参加者からのデータを用いて分

析を行ったところ、関連性訴求の「行動的広告忌避」の平均値（標準偏差）は、3.000（0.896）という値を

示し、返報性訴求の「行動的広告忌避」の平均値（標準偏差）は、5.563（0.683）という値を示す一方、両

者の差は、1％水準で有意であった（t＝10.170, p＝0.000）。さらに、有用性高グループの実験参加者からの

データのみを用いて分析を行ったところ、関連性訴求の「認知的広告忌避」の平均値（標準偏差）は、2.650

（0.728）という値を示す一方、返報性訴求の「行動的広告忌避」の平均値（標準偏差）は、5.550（0.695）と

いう値を示し、両者の差は、1％水準で有意であった（t＝9.110, p＝0.000）。また、有用性低グループの実験

参加者からのデータのみを用いて分析を行ったところ、関連性訴求の「認知的広告忌避」の平均値（標準偏

差）は、3.350（0.944）という値を示す一方、返報性訴求の「認知的広告忌避」の平均値（標準偏差）は、5.575

（0.708）という値を示し、両者の差は、1％水準で有意であった（t＝5.960, p＝0.000）。 

 

図表 6 認知的広告忌避の平均値の差の検定 

データ 関連性訴求（標準偏差） 返報性訴求（標準偏差） t 値 

全グループ 3.00（0.90） 5.56（0.68） 10.17*** 

有用性高グループ 2.65（0.73） 5.55（0.70） 19.11*** 

有用性低グループ 3.35（0.94） 5.56（0.71） 15.96*** 

ただし、***は 1％水準で有意。 
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さらに、仮説論拠の前提である、関連性訴求および返報性訴求の「有用性」の差を吟味するために、t

検定を行った。まず、t 検定の前提である分散の正規性が確保されているか否かということを検定するため

に、Shapiro-Wilk 検定を行った結果、正規性が確保されていないことを疑うべき証拠は、得られなかった。

それゆえ、t 検定を行うことは妥当性を有していると言いうるであろう。次に、t 検定を行った。分析の結

果は、図表 7 に要約されるとおりであった。全ての実験参加者からのデータを用いて分析を行ったところ、

関連性訴求の「有用性」の平均値（標準偏差）は、4.833（1.628）という値を示す一方、返報性訴求の「有

用性」の平均値（標準偏差）は、3.483（1.561）という値を示し、両者の差は、1％水準で有意であった（t＝2.680, 

p＝0.010）さらに、有用性高グループの実験参加者からのデータのみを用いて分析を行ったところ、関連性

訴求の「認知的広告忌避」の平均値（標準偏差）は、6.266（0.554）という値を示す一方、返報性訴求の「行

動的広告忌避」の平均値（標準偏差）は、4.900（0.545）という値を示し、両者の差は、1％水準で有意であ

った（t＝5.960, p＝0.000）。また、有用性低グループの実験参加者からのデータのみを用いて分析を行った

ところ、関連性訴求の「有用性」の平均値（標準偏差）は、3.300（0.246）という値を示す一方、返報性訴

求の「認知的広告忌避」の平均値（標準偏差）は、2.066（0.624）という値を示し、両者の差は、1％水準で

有意であった（t＝5.910, p＝0.010）。 

 

図表 7 有用性の平均値の差の検定 

データ 関連性訴求（標準偏差） 返報性訴求（標準偏差） t 値 

全グループ 4.83（1.63） 3.48（1.56） 2.68*** 

有用性高グループ 6.27（0.55） 4.90（0.55） 5.96*** 

有用性低グループ 3.30（0.25） 2.07（0.62） 5.91*** 

ただし、***は 1％水準で有意。 

 

5－2－2 仮説 2の考察 

本節における分析の結果より、仮説 2 は、支持されたと結論づけられるであろう。すなわち、返報性訴

求によってオプトインを行ったインターネットユーザーの方が、関連性訴求によってオプトインを行った

インターネットユーザーに比して、オプトイン後に、パーソナライズ広告が自身にとって有用であるか否

かにかかわらず、パーソナライズ広告の表示を認知的に忌避しようとする傾向を、より大きく有すると言

いうるであろう。その論拠として、本論は、返報性訴求によってオプトインを行ったインターネットユー

ザーは、パーソナライズ広告が自身の情報ニーズを満たしている水準、すなわち有用性について、事後的

に高く評価することを求めていないからではないか、と仮説形成段階において議論したが、本論の実験に

おいて、関連性訴求によってオプトインを行ったインターネットユーザーの有用性の知覚の方が、彼らの

パーソナライズ広告に対する有用性の知覚に比してより大きかったのは、この論拠の妥当性を示唆する証

拠であると言いうるであろう。したがって、関連性訴求の方が、返報性訴求に比して、インターネットユ

ーザーにオプトインに値する有用性を見出そうとしてパーソナライズ広告への注目を促進するので、認知

的広告忌避を生起させにくいのである。 
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第 6章 おわりに 

 

6－1 学術的貢献 

 

本論は、パーソナライズ広告のオプトインに関する先行研究が、いかにしてパーソナライズ広告のオプ

トインを促進しうるかという課題に焦点を合わせ、「関連性訴求」の方が「返報性訴求」に比してオプト

インをよりよく促進しうるということを見出してきたのに対して、これら 2 種類の方法による訴求によっ

てオプトインを行ったインターネットユーザーのいずれが、オプトイン後に、広告忌避をよりよく抑制す

るかという新しい課題に焦点を合わせた。そして、「関連性訴求」は、認知的広告忌避をよりよく抑制す

るものの、行動的広告忌避、あるいは換言するならばオプトアウトをよりよく抑制するのは、むしろ「返

報性訴求」であるということを見出すことに成功した。それゆえ、本論は、第 1 に、オプトインの促進手

段にしか注目してこなかった先行研究の真空地帯を埋めて、オプトイン後に広告忌避の抑制に注目した点

において、第 2 に、オプトインの促進という観点から有利であると先行研究が主張していた返報性訴求が、

オプトイン後の広告忌避の抑制という観点からは行動的広告忌避を抑制することにしか有利ではないとい

うことを見出した点において、そして第 3 に、認知的行動忌避、すなわち広告に注意を向けられないとい

う観点からは、むしろ、オプトインの促進という観点から不利であると先行研究が主張してきた関連性訴

求の方が、有利であるということを見出した点において、パーソナライズ広告および広告忌避に関する研

究の高質化に幾分かの貢献を成したと言いうるであろう。 

 

6－2 実務的含意 

 

先行研究は、パーソナライズ広告のオプトインを促進したい企業は、関連性訴求よりむしろ返報性訴求

を用いるべきであるという実務的含意を提供したが、本論は、関連性訴求に応じたオプトインを行ったイ

ンターネットユーザーは、パーソナライズ広告の有用性に関して過大な期待を抱いてしまうため、オプト

イン後に、オプトアウトを行うかもしれないという実務的含意を提供する。実際、パーソナライズ広告は、

インターネットユーザーの検索履歴、閲覧履歴、購買履歴、あるいはデモグラフィック情報といった断片

的な個人情報を解析した結果に基づいて配信されているため、完璧に情報ニーズを満たした広告を提供す

ることができているわけではない（cf. Bauer, Barnes, Reichardt, and Neumann, 2005）。オプトイン前の期待

に応えられない現状にあっては、関連性訴求は不満、ひいてはオプトアウトを誘発する危険性がある。そ

れゆえ、オプトインを促進するために関連性訴求を用いている Web サイト運営者は、パーソナライズ広告

の有用性に関するインターネットユーザーの期待を過剰に高めないように細心の注意を払うべきであろう。

Web サイト運営者は、また、返報性訴求を用いることを検討するべきであろう。ただし、返報性訴求を用

いてオプトインを促進するには、Web サイト上の広告以外のコンテンツを魅力的なものにしなくてはなら

ない。さらに、オプトインが実現した後に、オプトアウトは行われないものの、パーソナライズされたに

もかかわらず広告に注意が向けられないという意味における広告忌避、すなわち認知的広告忌避が生じて

しまう危険性があるという点に留意しなくてはならない。 
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6－3 本論の限界 

 

本論には幾つかの限界がある。まず、予算および時間の制約により、実験は、やむをえず、ごく少数の

大学生を対象にして行われた。さらに、実際には様々な情報ニーズを有するかもしれない実験参加者に対

して、架空のブランドのスマートフォンを購買すべき状況に直面しているという架空のシナリオを想定す

るように依頼する方法を採用した。また、彼らに対して、スマートフォンに関するパーソナライズ広告の

オプトインを行わせたり、広告露出を行わせたりする場面として、実験中に初めて紹介されて楽しむ架空

の動画サイトを設定した。このように架空の状況を設定して行われた実験は、他の条件を統制しつつ、事

前の期待と事後の成果を、順を追って測定するという目的に照らして、妥当なデータ収集法の 1 つではあ

るものの、インターネットユーザーが体験する日常とは懸け離れた条件の下で、データ収集を行ってしま

った危険性がある。もし可能ならば、より多様な Web サイトを楽しみ、かつ、より多様な情報ニーズを有

する、より多様なインターネットユーザーから収集された大規模なデータを用いて、再分析を行うことが

望ましいであろう。 

 

6－4 今後の課題 

 

本論は、オプトイン前の企業側のアクションが、インターネットユーザーのオプトインに影響を及ぼす

だけでなく、オプトイン後の彼らの広告忌避行動に影響を及ぼす可能性に関する課題へ取り組むという新

しい研究潮流を開いた。それゆえ、今後は、本論を礎石として、この研究潮流に乗った幾つかの研究が展

開可能であろう。まず、本論は、オプトイン前の企業側のアクションとして、先行研究に準じて、関連性

訴求および返報性訴求という 2 種類しか取り扱わなかったが、実際には、それぞれの訴求の強弱や方法に

ついてのバリエーションを考慮に入れることもできるであろうし、両者を混合するという訴求の仕方も考

慮に入れることができるであろう。また、EU のようにオプトインを義務付けている地域だけでなく、日

本や米国のようにオプトインを義務付けていない地域もあることを視野に入れるならば、オプトインを促

進するための企業側のアクションの有無を考慮に入れることも興味深い課題であろう。 

さらに、本論は、オプトイン後のインターネットユーザーの広告忌避行動として、認知的広告忌避およ

び行動的広告忌避という 2 種類を取り扱ったが、そのうちの認知的広告忌避は、実質的に、広告注意の低

い無関与状態と同義であって、積極的な広告忌避とはみなすことのできる現象ではなかった。積極的な認

知的広告忌避が引き起こされるのは、オプトイン前にいかなる企業側のアクションが行われた場合である

かという点について、今後の研究が待たれるところである。これに関連して、認知的広告忌避とは異なる

概念、感情的広告忌避という概念を提唱する研究もある。行動的広告忌避と併せて 3 元法が必要なのかど

うかということも、今後の課題として残されている。 

 

 

（記） 本論の執筆に際して、慶應義塾大学商学部小野晃典先生には、非常に丁寧なご指導を賜った。ご

自分のお仕事でご多忙の中、私の拙い日本語を添削し、相談に行く都度に貴重なご助言を下さった。
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また、論文指導のみならず、思うように執筆活動が進まない私を、精神的にも支えて下さった。先

生の下で、卒業論文を執筆できたことを心から喜ばしく思い、この経験を一生の糧にしていきたい。

人一倍卒論執筆が遅れ、多大なるご迷惑をおかけしてしまったが、そんな私を最後まで見捨てるこ

となくご指導してくださった先生には、頭が上がらない。このような先生の手厚いご指導がなけれ

ば、本論は到底完成しえなかったであろう。心から感謝いたします。また、同研究会修士課程 1 年

の中村世名さんには、日ごろから卒業論文の相談に乗っていただいた。また、同研究会の第 11 期

生の皆様にも、助けていただいた。特に、第 11 期の住田英紀さんには、仮説の導出から論文が書

きあがるに至るまで、常に私の論文に寄り添ってもらった。住田くんは、私にとってかけがえのな

い大親友です。いつも私の研究の話を親身に聞いてくれてありがとう。いつも頼ってばっかりでご

めんね。住田くんと共に切磋琢磨しあった日々を絶対に忘れません。また、土屋晴香さんには、論

文執筆が佳境を迎えているとき、またそうでない時も、何度も家を貸していただいた。家賃、最後

まで払わなくてごめんなさい。来年から、土屋さんが長野に帰ってしまうのはとても悲しいです。

一緒にいて一番安心できたのは、土屋さんです、ありがとう。ずっと友達でいてください。また、

内藤節さんには、論文が終わらないのではと不安に駆られる私を昼夜問わず支えてくれた。恵比寿

のカフェに駆けつけてくれて、そして落ち込む私を慰めてくれて、本当にありがとう。内藤がゼミ

長でいてくれて、本当によかったです。そして、小平紘子さんには、終盤、精神的に支えていただ

いた。ひろちゃんの献身的な支えもあって無事に論文も完成したと思います。ひろちゃんの笑顔に

とっても癒されました。これからもずっと笑顔でいてね。他にも、第 9 期の山口健人さん、第 10

期の軒名真由さん、笹本理乃さん、第 11 期の佐藤和也さん、佐藤優輝さん、そして第 12 期の中原

裕人君など多くの人に支えていただいたおかげで、本論は完成した。ここに記して、感謝の意を表

したい。 
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